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 資料 2  

両立支援を行うための環境整備（実施前の準備事項） 

    （事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン P4～5） 

 

（1）事業者による基本方針等の表明と労働者への周知 

  衛生委員会等で調査審議を行った上で、事業者として、治療と仕事の両立支援に取り組むに当

たっての基本方針や具体的な対応方法等の事業場内ルールを作成し、全ての労働者に周知する

ことで、両立支援の必要性や意義を共有し、治療と仕事の両立を実現しやすい職場風土を醸成

すること。 

 

（2）研修等による両立支援に関する意識啓発 

  治療と仕事の両立支援を円滑に実施するため、当事者やその同僚となり得る全ての労働者、管

理職に対して、治療と仕事の両立に関する研修等を通じた意識啓発を行うこと。 

 

（3）相談窓口等の明確化 

  治療と仕事の両立支援は、労働安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除いて

は、労働者からの申し出を原則とすることから、労働者が安心して相談・申出を行えるよう、

相談窓口、申出が行われた場合の当該情報の取扱い等を明確にすること。 

 

（4）両立支援に関する制度・体制等の整備 

 ア）休暇制度、勤務制度の整備 

  治療と仕事の両立支援においては、短時間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時間に一

定の制限が必要な場合、通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合などが

あることから、以下のような休暇制度、勤務制度について、各事業場の実情に応じて検討、導

入し、治療のための配慮を行うことが望ましいこと。 

 

  ①休暇制度 

  【時間単位の年次有給休暇】 

   労働基準法に基づく年次有給休暇は、1 日単位で与えることが原則であるが、労使協定を結

べば、1時間単位で与えることが可能（上限は 1年で 5日分まで） 

  【傷病休暇・病気休暇】 

   事業者が自主的に設ける法定外の休暇であり、入院治療や通院のために、年次有給休暇とは

別に休暇を付与するもの。取得条件や取得中の処遇（賃金の支払いの有無等）等は事業場ご

とに異なる。 

 

  ②勤務制度 

  【時差出勤制度】 

   事業者が自主的に設ける勤務制度であり、始業及び就業の時刻を変更することにより、身体
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に負担のかかる通勤時間帯を避けて通勤するといった対応が可能となる。 

  【短時間勤務制度】※育児、介護休業法に基づく短時間勤務制度とは別のもの 

   事業者が自主的に設ける勤務制度であり、療養中・療養後の負担を軽減すること等を目的と

して、所定労働時間を短縮する制度。 

  【在宅勤務（テレワーク）】 

   事業者が自主的に設ける勤務制度であり、パソコンなどの情報通信機器を活用した場所にと

らわれない柔軟な働き方。自宅で勤務することにより、通勤による身体への負担を軽減する

ことが可能となる。 

  【試し出勤制度】 

   事業者が自主的に設ける勤務制度であり、長期間にわたり休業していた労働者に対し、円滑

な復職を支援するために勤務時間や勤務日数を短縮した試し出勤等を行うもの。復職や治療

を受けながら就労することに不安を感じている労働者や、受入れに不安を感じている職場の

関係者にとって、試し出勤制度があることで不安を解消し、円滑な就労に向けて具体的な準

備を行うことが可能となる。 

 

 イ）労働者から支援を求める申出があった場合の対応手順、関係者の役割の整備 

   労働者から支援を求める申出があった場合に円滑な対応ができるよう、労働者本人、人事労

務担当者、上司・同僚等、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ等の関係者の役割

と対応手順をあらかじめ整理しておくことが望ましいこと。 

 

 ウ）関係者間の円滑な情報共有のための仕組みづくり 

   治療と仕事の両立のためには、労働者本人を中心に、人事労務担当者、上司・同僚等、産業

医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ、主治医等が、本人の同意を得た上で支援のため

に必要な情報を共有し、連携することが重要である。特に、就業継続の可否、必要な就業上

の措置及び治療に対する配慮に関しては、治療の状況や心身の状態、就業の状況等を踏まえ

て主治医や産業医等の医師の意見を求め、その意見に基づいて対応を行う必要がある。この

ため、医師に労働者の就業状況等に関する情報を適切に提供するための様式や、就業継続の

可否、必要な就業上の措置及び治療に対する配慮について医師の意見を求める様式を定めて

おくことが望ましいこと。 

 

 エ）両立支援に関する制度や体制の実効性の確保 

治療と仕事の両立支援のための制度や体制を機能させるためには、日頃から全ての労働者に

対して、制度、相談窓口の周知を行うとともに、管理職に対して、労働者からの申出、相談

を受けた際の対応方法や、支援制度・体制について研修等を行うことが望ましいこと。 

 

 オ）労使等の協力 

   治療と仕事の両立に関して、制度・体制の整備等の環境整備に向けた検討を行う際には、衛

生委員会等で調査審議するなど、労使や産業保健スタッフが連携し、取り組むことが重要で

あること。 

 


